
も
っ
と
香
美
市
事
業
者

応
援
補
助
金

　

市
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
た

中
小
企
業
者
の
再
起
を
後
押
し

し
、
安
定
的
な
事
業
の
継
続
と

市
民
の
安
全
・
安
心
な
生
活
の

確
保
を
図
る
た
め
に
、
補
助
金

を
交
付
し
ま
す
。

【
対
象
】
香
美
市
内
に
事
業
所

を
有
し
て
お
り
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
に
よ
り
、

令
和
２
年
の
年
間
売
上
が
令
和

元
年
の
年
間
売
上
と
比
較
し
て

減
少
し
て
い
る
中
小
企
業
者

（
中
小
企
業
者
支
援
法
第
２
条

第
１
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業

者
）※

令
和
２
年
１
月
以
降
に
開
業

し
た
中
小
企
業
者
も
対
象
。

※

令
和
２
年
度
に
香
美
市
事
業
者
応

援
補
助
金
を
受
け
た
方
も
対
象
と
な

り
ま
す
。

【
補
助
限
度
額
】

１
事
業
者
あ
た
り
上
限
50
万
円

【
補
助
率
】
補
助
対
象
経
費
の

４
／
５
以
内※

変
動
あ
り

【
補
助
対
象
経
費
】

◆
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
拡
大
防
止
に
向
け
た
取
組

に
要
す
る
経
費

◆
事
業
継
続
に
向
け
た
取
組
に

要
す
る
経
費

【
申
請
受
付
】
４
月
中
旬
か
ら

※

予
算
額
に
達
し
た
場
合
、
申
請
の

受
付
を
終
了
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

商
工
観
光
課
☎
53

・

１
０
８
４

ハ
チ
等
の
害
虫
駆
除
に
補
助

駆
除
業
者
に
依
頼
し
て
行
う

害
虫(

ハ
チ
等)

の
駆
除
費
用
に

対
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
補
助

を
行
い
ま
す
。

※

同
年
度
の
補
助
金
は
、
申
請
者
１

人
に
つ
き
１
回
限
り
。
先
着
順
。

※

自
身
で
駆
除
さ
れ
る
方
に
防
護
服

の
無
料
レ
ン
タ
ル
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
補
助
対
象
】

◆
香
美
市
入
札
参
加
資
格
審
査

　

を
受
け
て
い
る
業
者
に
依
頼

す
る
こ
と

◆
市
内
の
一
般
住
宅
、
集
合
住

　

宅
お
よ
び
集
会
所
等
の
建
物

　

の
所
有
者
等※

法
人
を
除
く

◆
市
税
等
の
滞
納
が
な
い
方

【
補
助
率
】
補
助
対
象
経
費
の

１
／
２
（
上
限
１
万
円
）

【
申
請
方
法
】
駆
除
費
用
の
領

収
書
の
写
し
・
前
後
の
写
真
・

認
印
を
窓
口
に
持
参
し
て
申
請

※

駆
除
か
ら
90
日
以
内

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

環
境
上
下
水
道
課
環
境
班

☎
53
・
１
０
６
３

メ
ス
猫
不
妊
手
術
推
進
補
助

　

猫
の
不
必
要
な
繁
殖
や
、
飼

い
主
の
い
な
い
猫
の
増
加
を
抑

え
、
殺
処
分
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
不
幸
な
猫
を
な
く
す
と
と
も

に
、
猫
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
な

く
し
市
民
の
良
好
な
生
活
環
境

の
保
持
を
目
的
と
し
て
、
メ
ス

猫
の
不
妊
手
術
費
用
に
対
し
、

補
助
を
行
い
ま
す
。

【
対
象
】

市
内
に
居
住
し
、
住
民
登
録
を

さ
れ
て
い
る
方
で
、
市
税
等
の

滞
納
の
な
い
方

【
補
助
要
件
】

市
内
に
生
息
し
て
い
る
猫
で
、

当
該
年
度
に
高
知
県
の
メ
ス
猫

不
妊
手
術
推
進
事
業
補
助
金
の

交
付
決
定
を
受
け
て
不
妊
手
術

を
実
施
し
て
い
る
猫

【
補
助
内
容
】

予
算
の
範
囲
内
で
１
匹
に
つ
き

飼
い
猫　
　

上
限
３
０
０
０
円

飼
い
主
の
い
な
い
猫

　
　
　
　
　

上
限
５
０
０
０
円

【
申
請
方
法
】
不
妊
手
術
費
の

領
収
書
、
高
知
県
が
通
知
し
た

猫
不
妊
手
術
等
実
施
決
定
通
知

書
、
印
鑑
を
持
参
し
て
申
請
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

環
境
上
下
水
道
課
環
境
班

☎
53

・

１
０
６
３

生
ご
み
処
理
容
器

購
入
補
助
金

　

生
ご
み
の
減
量
対
策
と
し
て
、

家
庭
で
生
ご
み
処
理
容
器
を
設

置
し
た
場
合
、
購
入
費
用
に
対

し
、
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
を

行
い
ま
す
。

【
補
助
対
象
】

市
内
在
住
の
方

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

環
境
上
下
水
道
課
環
境
班

☎
53
・
１
０
６
３

9 Kami

補 助 対 象 機 種

Ｅ Ｍ サ ポ ー ト

コ ン ポ ス タ ー

電 気 式 処 理 容 器

補助率

１／２

１／２

１／３

補助基数
（累計）※

２基

１基

１基

  補助額上限

２，０００円

２，０００円

３０，０００円

【補助内容（１世帯につき）】

※前回の補助から５年経過すれば累計に加算されません。

特定健診と人間ドックを同時受診できる医療機関※ で受診する場合

　　特定健診の受診券の有効期限内に、医療機関に受診券を提出し

　て人間ドックを受診すると、その場で助成額分を差し引いてもら

　えます。５月までに受診する方は、受診券を送付しますので、受

　診日が決まり次第お早めにご連絡ください。

※ＪＡ高知健診センター・高知検診クリニック・高知県総合保健協会など

　　　　　  上の医療機関以外で受診する場合

　　人間ドック受診日の２週間前までに、『特定健診（健康診査）の

受診券』『助成金の振込口座（受診者名義）が分かるもの』『認印』

を持参し、市民保険課で手続きをしてください。５月までに受診す

　る方は、受診券がなくても申し込みができます。

※助成の対象にならない医療機関があります。詳細はお問い合わせください。

【助成額】６，０００円ほど

【助成の要件】

　特定健診（健康診査）と人間ドックを同時受診できない医療機関で

　受診する場合、次の全てに該当する必要があります。

①人間ドック受診日に、市の国保または市の後期高齢者医療保険の

　被保険者であること（昭和５７年３月３１日以前に生まれた方）

②国保税または後期高齢者医療保険料の滞納がない方

③今年度、当該受診券により特定健診（健康診査）を受診していない方

④特定健診（健康診査）の実施医療機関で受診する方

※国保に加入している方の場合、受診した人間ドック検査結果の提出と、特定保

　健指導の対象となった場合に指導を受けることへの同意が必要です。

　市の国保に加入している昭

和５７年３月３１日以前に生

まれた方と、市の後期高齢者

医療被保険者の方へ、特定健

診（健康診査）の受診券を６

月初旬に送付予定です。有効

期限は翌年３月３１日までで

す（今年度７５歳になる方は

誕生日の前日まで）。

人間ドックの検査費用を助成します

対象となる方には

受診券を送付します

国保と後期高齢者医療被保険者の方へ

■問い合わせ・申込先

　市民保険課保険班

☎５３－３１１５

補
助
・
助
成

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ

ム
補
助
金

　

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ

ム
の
設
置
費
用
に
対
し
て
、
補

助
を
行
い
ま
す
。
太
陽
光
発
電

は
発
電
時
に
地
球
温
暖
化
の
原

因
と
な
る
温
室
効
果
ガ
ス
を
出

さ
な
い
ク
リ
ー
ン
な
エ
ネ
ル
ギ

ー
で
す
。

【
対
象
者
】

次
の
全
て
を
満
た
す
方

①
申
請
者
が
居
住
も
し
く
は
、

居
住
予
定
の
市
内
の
住
宅
（
併

用
住
宅
も
含
む
）
に
つ
い
て
、

令
和
４
年
２
月
末
ま
で
に
太
陽

光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置
す
る

方

※

太
陽
光
発
電
設
備
の
最
大
出
力
が

10
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で
あ
る
こ
と
。

②
電
灯
契
約
な
ら
び
に
太
陽
光

発
電
設
備
と
の
系
統
連
系
お
よ

び
電
力
受
給
に
関
す
る
契
約
を

電
力
事
業
者
と
締
結
す
る
方

③
市
税
の
滞
納
の
な
い
方

※

す
で
に
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置
し

た
方
や
、
工
事
中
の
方
は
補
助
の
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

【
補
助
金
額
】

１
キ
ロ
ワ
ッ
ト
当
た
り
３
万
円

で
最
大
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
（
12
万

円
）
を
上
限

【
補
助
対
象
件
数
】

予
算
の
範
囲
内
で
40
件
程
度

【
申
請
期
間
】

４
月
19
日
（
月
）
か
ら

※

土
・
日
・
祝
日
・
昼
休
み
（
12
時

～
13
時
）
を
除
く
。

※

先
着
順
で
受
付
し
、
予
算
枠
に
達

し
た
時
点
で
終
了
。
予
算
の
範
囲
を

超
え
た
日
に
受
付
し
た
分
は
、
抽
選

に
よ
り
申
込
者
を
決
定
し
ま
す
。

【
申
込
方
法
】

令
和
３
年
４
月
１
日
以
降
に
設

置
業
者
と
契
約
後
、
香
美
市
住

宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設

置
費
補
助
金
申
請
書
類
一
式
に

記
入
の
上
、
環
境
上
下
水
道
課

環
境
班
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

環
境
上
下
水
道
課
環
境
班

☎
53

・

１
０
６
３

広　

告


